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郡山市下水道ストックマネジメント計画 

 

郡山市上下水道局下水道保全課 

策 定  令 和 8 年 3 月 

 

 

① ストックマネジメント実施の基本方針 

郡山市では、昭和３３年に郡山市公共下水道事業に着手して、昭和４８年に供用開始をし、令和６

年現在で５１年を経過している。 

また、湖南地区特定環境保全公共下水道事業は、平成５年に着手、平成１４年に供用開始をし、令

和６年現在で２２年を経過している。 

ストックマネジメントの実施にあたっては、下水道施設のリスク評価を踏まえ、施設管理の目標（ア

ウトカム、アウトプット）及び長期的な改築事業のシナリオを設定し、点検・調査計画及び修繕・改

築計画を策定することとする。 

また、これらの計画を実施し、結果を評価、見直しを行うとともに、施設情報を蓄積し、ストック

マネジメントの精度向上を図っていく。（別紙：実施フロー図参照） 

 

① －１ 施設の管理区分の設定方針。 

 限られた人員や予算の中で効果的に予防保全型の施設管理を行っていくため、各設備の特性から、

処理機能や予算への影響を考慮し、重要度が高い設備に対し、予防保全型を実践していく。 

 

 

【状態監視保全】 

機能発揮上、重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可能である施設を対象とする。 

※状態監視保全とは、「施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策を行う

管理方法をいう。 

 

【時間計画保全】 

 機能発揮上、重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難である施設を対象とする。 

※時間計画保全とは、「施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）により対策を行

う管理方法をいう。 

 

 

 

【事後保全】 

 機能上、影響が小さい等、重要度が低い施設を対象とする。 

※事後保全とは、「施設・設備の異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管理方法をい

う。 

予防保全型 

事後保全型 
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② 施設の管理区分の設定 

基本方針に基づき、各施設の管理区分を以下のとおり決定する。 

 

１） 状態監視保全施設（予防保全型） 

【管路施設】 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

管渠・マンホール・マン

ホール蓋・取付管・桝 

・５年に１回以上の頻度で点検を実施。 

・点検で異常を確認した場合には、調査

を実施。 

緊急度Ⅱ（マンホール蓋は、緊

急又は早期に措置が必要なレ

ベル）で改築の実施を検討。 

腐食のおそれの大きい箇

所（公共・特環） 

管渠・マンホール・マン

ホール蓋・取付管・桝 

・１回／７年程度の頻度で点検を実施。 

・点検で異常を確認した場合には、調査

を実施。 

緊急度Ⅱ（マンホール蓋は、緊

急又は早期に措置が必要なレ

ベル）で改築の実施を検討。 

社会的な影響が大きい箇

所（合流管渠、幹線管渠、

φ300 以上のﾋｭｰﾑ管・陶

管・その他、国県道 1・2

級市道の下、河川横断・

鉄道横断・緊急輸送路の

下）（公共・特環） 

管渠・マンホール・マン

ホール蓋・取付管・桝 

・１回／３０年程度の頻度で点検を実施。 

・点検で異常を確認した場合には、調査

を実施。 

緊急度Ⅰ（マンホール蓋は、緊

急又は早期に措置が必要なレ

ベル）で改築の実施を検討。 

上記以外（末端管渠、交

通量少、分流地区管渠、

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管等）（公

共・特環） 

管渠・マンホール・マン

ホール蓋・取付管・桝 

・通報等により健全性を確認する必要が

ある場合は、調査を実施。 

緊急度Ⅰ~Ⅱ（マンホール蓋

は、緊急又は早期に措置が必要

なレベル）で改築の実施を検

討。 

（公共・特環） 

マンホールポンプ場用

ポンプ設備 

・月例等の日常点検を実施。異常を確認

した場合には、調査を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
（公共・特環） 

マンホールポンプ場用

付帯設備 

・月例等の日常点検を実施。異常を確認

した場合には、調査を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
（公共・特環） 

    

 

【処理場・ポンプ場施設】 

（雨水ポンプ場） 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

沈砂池設備 

スクリーンかす設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

ポンプ設備 

雨水ポンプ設備 

・月例等の日常点検を実施、１回／５～

１０年を目安に点検整備等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

付帯設備 

ゲート設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
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（汚水ポンプ場） 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

沈砂池設備 

スクリーンかす設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

ポンプ設備 

汚水ポンプ設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

付帯設備 

ゲート設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

付帯設備 

脱臭設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

   
 

 

 

 
   

 

（処理場） 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

沈砂池設備 

スクリーンかす設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

ポンプ設備 

汚水ポンプ設備 

・月例等の日常点検を実施、１回／５～

１０年を目安に点検整備等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

汚水調整池 

汚水調整池設備 

・月例等の日常点検を実施、１回／５～

１０年を目安に点検整備等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

水処理設備 

最初沈澱池設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

水処理設備 

反応タンク設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 

 

 

水処理設備 

消毒設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

水処理設備 

用水設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

高度処理設備 

反応タンク設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

汚泥処理設備 

汚泥濃縮設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

汚泥処理設備 

汚泥貯留設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

汚泥処理設備 

調質設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

汚泥処理設備 

汚泥脱水設備 

・月例等の日常点検を実施、１回／５～

１０年を目安に点検整備等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
 

付帯設備 

脱臭設備 

・月例等の日常点検を実施、異常を確認

した場合には、調査等を実施。 

健全度２以下で改築の実施を

検討。 
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２） 時間計画保全施設（予防保全型） 

【管路施設】 

施設名称 目標耐用年数 備考 

管路設備 

取付管 
標準耐用年数（５０年）  

管路設備 

マンホール蓋 
標準耐用年数 必要な機能を有していない蓋 

マンホールポンプ場用

電気計装設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（１０～３０年程度） 

機器により標準耐用年数が７

～２０年であるため 

 

【処理場・ポンプ場施設】 

（雨水ポンプ場） 

施設名称 目標耐用年数 備考 

電気計装設備 

受変電設備 
標準耐用年数の１．０から１.５倍程度（１０～３０年程度） 

機器により標準耐用年数が１

０～２０年であるため 

電気計装設備 

自家発電設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度） 

 

 

電気計装設備 

制御電源及び計装用電

源設備 

標準耐用年数の１.５倍程度（１０～１５年程度） 
機器により標準耐用年数が７

～１０年であるため 

電気計装設備 

負荷設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度） 

 

 

電気計装設備 

計測設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（１５年程度） 

 

 

電気計装設備 

監視制御装置 
標準耐用年数の１.５倍程度（１０～２２年程度） 

機器により標準耐用年数が７

～１５年であるため 

電気計装設備 

ケーブル・配管類 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度）  

 

（汚水ポンプ場） 

施設名称 目標耐用年数 備考 

電気計装設備 

受変電設備 
標準耐用年数の１．０から１.５倍程度（１０～３０年程度） 

機器により標準耐用年数が１

０～２０年であるため 

電気計装設備 

自家発電設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度） 

 

 

電気計装設備 

制御電源及び計装用電

源設備 

標準耐用年数の１.５倍程度（１０～１５年程度） 
機器により標準耐用年数が７

～１０年であるため 

電気計装設備 

負荷設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度） 

 

 

電気計装設備 

計測設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（１５年程度） 

 

 

電気計装設備 

監視制御装置 
標準耐用年数の１.５倍程度（１０～２２年程度） 

機器により標準耐用年数が７

～１５年であるため 



5 

電気計装設備 

ケーブル・配管類 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度）  

 

（処理場） 

施設名称 目標耐用年数 備考 

電気計装設備 

受変電設備 
標準耐用年数の１．０から１.５倍程度（１０～３０年程度） 

機器により標準耐用年数が１

０～２０年であるため 

電気計装設備 

制御電源及び計装用電

源設備 

標準耐用年数の１.５倍程度（１０～１５年程度） 
機器により標準耐用年数が７

～１０年であるため 

電気計装設備 

負荷設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度）  

電気計装設備 

計測設備 
標準耐用年数の１.５倍程度（１５年程度） 

 

 

電気計装設備 

監視制御装置 
標準耐用年数の１.５倍程度（１０～２２年程度） 

機器により標準耐用年数が７

～１５年であるため 

電気計装設備 

ケーブル・配管類 
標準耐用年数の１.５倍程度（２２年程度）  

 

３）事後保全施設（事後保全型） 

以下の施設（主要な施設）については、記載の理由により事後保全の管理区分とする。 

 

【管路施設】 

管理区分を状態監視保全に設定した施設で、本計画による点検が未実施の箇所 

管理区分を時間計画保全に設定した施設で、目標耐用年数到達前に機能不全が確認された箇所 

 

【処理場・ポンプ場設備】 

 設定なし 
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③ 改築実施計画 

１） 計画期間 

令和８年度～令和１２年度 

 

２） 個別施設の改築計画 

【管路施設】 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

処理区・排水

区の名称 

合流・汚

水・雨水

の別 

対象施設 
布設 

年度 

供用 

年数 

対象延長・箇所 

（ｍ）・（箇所） 

概算費用 

（百万円） 
備考 

中部第二 

排水区 
合流 管渠 

Ｓ３６～

Ｈ２４ 

８～ 

５９ 
１８６ｍ ３５ Ｒ８ 

６号幹線 合流 管渠・マンホール   １,５２０ｍ １０００ 
Ｒ８～ 

Ｒ１１ 

東部地区 汚水 管渠・マンホール蓋   
管渠 ２２３ｍ 

蓋 ５６３箇所 
２５９ 

Ｒ８～ 

Ｒ１１ 

東部地区第二 汚水 管渠・マンホール蓋   
管渠 ５０ｍ 

蓋 ５３１箇所 
２２５ 

Ｒ８～ 

Ｒ１２ 

腐食のおそれ

の大きい箇所 
汚水 管渠・マンホール蓋   

管渠 ８５ｍ 

蓋 ３２箇所 
３３０ 

Ｒ８～ 

Ｒ９ 

第４処理区 
合流・ 

汚水 
マンホール蓋   蓋 ５５２箇所 ２６７ 

Ｒ８～ 

Ｒ１１ 

第４処理区 
合流・ 

汚水 
取付管 

Ｓ３３～

Ｓ５０ 

５０～

６７ 
７５０箇所 ６５０ 

Ｒ８～ 

Ｒ１２ 

国道 汚水 管渠・マンホール蓋 
Ｓ５０～

Ｈ２７ 
～５０ 

管渠 ４５０ｍ 

蓋 ３０箇所 
６０ 

Ｒ８～ 

Ｒ１２ 

県道 汚水 管渠・マンホール蓋 
Ｓ４７～

Ｈ２９ 
～５３ 

管渠２,８００ｍ 

蓋 １９５箇所 
３７８ 

Ｒ８～ 

Ｒ１２ 

１・２級 

市道 
汚水 管渠・マンホール蓋 

Ｓ４２～

Ｈ２６ 
～５７ 

管渠 ２００ｍ 

蓋 １５箇所 
２８ 

Ｒ８～ 

Ｒ１２ 

軌道下 汚水 管渠・マンホール蓋 
Ｈ４～ 

Ｈ１０ 
～３３ 

管渠 ２８８ｍ 

蓋 １２箇所 
３４ 

Ｒ８～ 

Ｒ１０ 

熱海町 汚水 管渠・マンホール蓋 
Ｈ２～ 

Ｈ２４ 
～３５ 

管渠 ２７０ｍ 

蓋 ２３箇所 
３９ 

Ｒ８～ 

Ｒ１０ 

水門町 汚水 管渠・マンホール   ８６６ｍ ２００ 
Ｒ１１～ 

Ｒ１２ 

合 計      ３,５０５ 
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【処理場・ポンプ場施設】 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

処理場・ポン

プ場等の名称 

合流・汚

水・雨水

の別 

対象施設 
設置 

年度 

供用 

年数 
施設能力 

概算費用 

（百万円） 
備考 

水門町 

ポンプ場 
雨水 

電気設備 

機械設備 
Ｈ２ ３５ 304㎥／分 ２９３ Ｒ８～Ｒ９ 

行合橋中継 

ポンプ場 
汚水 電気設備 Ｈ１ ３６ 16.6㎥／分 ７７１ Ｒ８～Ｒ１０ 

湖南浄化 

センター 
汚水 

電気設備 

機械設備 
Ｈ１４ ２３ 1,910㎥／日 ９２５ Ｒ８～Ｒ１０ 

梅田ポンプ場 雨水 
電気設備 

 
Ｓ５２ ４８ 270㎥／分 １００ Ｒ９～Ｒ１０ 

熱海中継 

ポンプ場 
汚水 電気設備 Ｈ４ ３３ 4.2㎥／分 １２０ Ｒ９～Ｒ１０ 

下水道管理 

センター 
合流 電気設備 Ｓ４１ ５９ 41,000㎥／日 ５０ Ｒ９～Ｒ１０ 

古川ポンプ場 雨水 
電気設備 

機械設備 
Ｈ６ ３１ 1,360㎥／分 １０００ Ｒ９～Ｒ１１ 

下水道管理 

センター 
合流 電気設備 Ｓ４１ ５９ 41,000㎥／日 ５００ 

Ｒ１０～ 

Ｒ１２ 

合 計      ３,７５９ 
 

 

 

④ ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果 

  標準耐用年数で全てを改築した単純シナリオの場合と、健全度・緊急度等や目標耐用年数など、

リスク評価を考慮した本ストック計画書に基づいて改築を実施した場合とを比較してコスト縮減

額を算出した。 

 

概ねのコスト縮減額 資産の対象時期 

約１，５２７百万円／年 概ね100年間（Ｈ27～Ｈ126） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

（別紙：実施フロー図） 

① 施設情報の収集・整理（現状の把握）【第1章 第2節】 

（施設情報システムの構築・活用   【第1章 第6節】） 

②リスク評価 

【第1章 第3節、第2章 第1節、第3章 第1節】 
・リスクの特定 

・被害規模（影響度）の検討 

・発生確率の検討 

・リスク評価 

③施設管理の目標設定【第1章 第4節】 
・事業の目標（アウトカム）の設定 

・事業量の目標（アウトプット）の設定 

④長期的な改築事業のシナリオ設定 

【第1章 第5節】 
・管理方法の選定 

・改築条件の設定 

・最適な改築シナリオの設定 

 

⑤点検・調査計画〔Ｐｌａｎ〕の策定 

【第2章 第3節、第3章 第3節】 

 

 １） 基本方針の策定 
・頻度 

 ・優先順位 

 ・単位 

 ・項目 

２） 実施計画の策定 
・対象施設・実施時期 

 ・点検・調査の方法 

 ・概算費用 

⑥点検・調査の実施〔Ｄｏ〕 

【第2章 第4節、第3章 第4節】 
・点検・調査の実施 

・点検・調査情報の蓄積 

 

⑦修繕・改築計画〔Ｐｌａｎ〕の策定 

【第2章 第3節、第3章 第3節】 

 

 ２） 基本方針の策定 
・診断 

 ・対策の必要性 

 ・修繕・改築の優先順位 

３） 実施計画の策定 
・対策範囲 

 ・長寿命化対策検討対象施設 

 ・改築方法 

 ・実施時期・概算費用 

⑧修繕・改築の実施〔Ｄｏ〕 

【第2章 第6節、第3章 第6節】 
・修繕・改築の実施 

・修繕・改築情報の蓄積・活用 

⑨評価〔Ｃｈｅｃｋ〕と見直し〔Ｃｈｅｃｋ〕【第2章 第7節、第3章 第7節】 
・健全度・緊急度、対策実施率、状態把握率等の目標との乖離チェック 

・定期的な見直しによる精度向上 

 

住民及び関係機関等への説明【第1章 第7節】 

（アカウンタビイリティの向上） 

目標 

達成 

不可 

目標 

達成 

不可 


